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奈井江町立国民健康保険病院 敷地内保険調剤薬局運営事業 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．趣 旨 

奈井江町立国民健康保険病院では、敷地内の保険調剤薬局の閉局に伴い、患者の利便性

の維持を図るため、保険調剤薬局を運営する事業者を募集します。 

 

２．プロポーザルの概要 

(1) 名  称 奈井江町立国民健康保険病院 敷地内保険調剤薬局運営事業 

公募型プロポーザル 

(2) 事 務 局 奈井江町立国民健康保険病院 総務係 

〒079-0313 北海道空知郡奈井江町字奈井江 12 番地 

℡ 0125-65-2221  fax 0125-65-2727 

ホームページアドレス：https://www.town.naie.hokkaido.jp/ 

※奈井江町ホームページ内の「奈井江町立病院」のページにアクセスし

てください。 

電子メールアドレス：byoin@town.naie.lg.jp 

(3) 提案内容 奈井江町立国民健康保険病院敷地内保険調剤薬局運営事業提案書作成要

領に基づく、保険調剤薬局の開局、管理運営等についての具体的な事業計

画とします。 

 

３．貸付物件の概要等 

(1) 所在地：北海道空知郡奈井江町字奈井江 12 番地 24 

(2) 土地面積：１７０㎡ 

(3) 建築面積：９６．０６㎡ 

(4) 構 造：木造平屋建 

(5) 所有者：奈井江町 

(6) 奈井江町立国民健康保険病院における診療科目及び処方箋発行枚数等 

① 診療科目  内科、整形外科、眼科、小児科 

② 外来処方箋発行枚数  

 処方箋枚数 

令和５年度 13,884 枚 

令和４年度 13,930 枚 

令和３年度 14,518 枚 

＜参考＞          

 処方箋枚数 

令和６年４月 1,118 枚 

令和６年５月 1,083 枚 

令和６年６月 1,232 枚 
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③ 外来患者数                           （単位：人） 

 内 科 整形外科 眼 科 小児科 計 

令和５年度 8,353 7,770 2,460 540 19,123 

令和４年度 8,063 8,174 2,525 343 19,105 

令和３年度 8,434 9,001 2,520 273 20,228 

 

  ＜参考＞ 

 内 科 整形外科 眼 科 小児科 計 

令和６年４月 651 626 212 47 1,536 

令和６年５月 645 572 219 65 1,501 

令和６年６月 631 584 204 41 1,460 

 

４．貸付条件 

(1) 建物の状況 

・病院正面玄関の西側にある建物を貸し付けます。（令和３年建築） 

・建物については、原則、現状のままの使用といたしますが、改修が必要な場合は、

当院と協議すること。 

(2) 貸付期間 

貸付期間は５年 

ただし、双方協議のうえ再契約する場合もあります。 

(3) 貸付料 

① 土地と建物を含めた貸付料は、奈井江町財産及び契約に関する条例に基づき、年

額４２３，２００円とします。 

ただし、経済事情等の変化に伴い、協議の上変更することができるものとします。 

② 貸付料の支払いは、奈井江町が発行する納入通知書により支払うものとします。

なお、貸付期間が１年に満たない場合は、月割計算とし、１月未満の日数がある

場合は１月として計算します。 

(4) 保険調剤薬局の開局時期 

現在の薬局が令和６年１０月３１日をもって閉局になることから、患者様の利便

性を考え、切れ目がない医療提供体制を維持するため、準備が整い次第開局するもの

とします。 

 (5) その他 

   ・上下水道などの公共料金は、借用する事業者にて支払うものとします。 

   ・建物の維持管理費や保険料は、借用する事業者にて負担するものとします。 

   ・建物の看板の撤去、設置については、借用する事業者にて行うこと。 

 

５．プロポーザル現地説明会 

① 日  時 令和６年７月１９日（水）午後１時３０分 

② 説明会場 奈井江町国民健康保険病院 ４階 地域医療連携室 
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６．参加要領 

 参加の手続きは、次のとおりとします。 

(1) 参加企画に含める諸条件 

※任意としている項目の対応の可否や実現の水準等を提案書に明示すること。 

① 関係法令の遵守（必須） 

② 奈井江町立国民健康保険病院が外来診療を行っているときは開局すること。（必須） 

休診日は、国民の祝日に関する法律に規定する休日、土曜日、日曜日および 12 月

31 日から翌 1 月 5 日までの間。ただし、休診期間が長期となる場合、臨時の診療

日を設ける場合があります。 

③ 当院利用者の利便性を向上するため、医薬部外品や日用品、食料品などの取り扱い

を行うこと。（任意） 

 

 (2) プロポーザル日程 

① 公告（募集開始） 

令和６年７月１２日（金） 

② 質疑受付期間 

令和６年７月１２日（金）から令和６年７月２６日（金）午後３時まで 

③ 現地説明会 

令和６年７月１９日（金）午後１時３０分 

④ 質疑回答 

令和６年７月３１日（水）までに奈井江町ホームページに掲載 

⑤ 参加資格確認申請書受付期限 

令和６年８月 ９日（金）午後３時まで 

⑥ 参加資格確認通知（事務局） 

令和６年８月１９日（月） 

⑦ 提案書受付期限 

令和６年９月 ６日（金）午後３時まで 

⑧ プロポーザル審査会 

令和６年９月中旬 

奈井江町立国民健康保険病院 ４階 職員会議室 

⑨ 選考結果通知 

令和６年９月下旬 

⑩ 賃貸契約 

協議終了後契約締結 

 

(3) 参加者の資格 

 このプロポーザルに参加できるのは、次の①から⑧の全ての要件を満たす者又はそ

の者により組織される団体、企業又は法人で、直営にて保険調剤薬局を運営するもの

とします。  

① 北海道内に保険調剤薬局を開設している実績を有し、必要な有資格者を配置すると
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ともに、事業内容及び目的に従い適切に保険調剤薬局を開設し、その業務を遂行で

きること。 

② 北海道内に本社（本店）もしくは支社（支店）、営業所等を有する者であること。 

③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項の

いずれにも該当しない者であること。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続き開始の申立てがな

されている者でないこと。 

⑤ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始の申立てがな

されている者でないこと。 

⑥ この公告の日からプロポーザルの日までの間に、国及び地方公共団体から指名停止

措置を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑦ 直近 1 年間の法人税、法人住民税、地方法人税、消費税の滞納がない者であるこ

と。 

⑧ 役員等（個人の場合は当該個人をいい、法人の場合は当該法人の役員又はその本社

（本店）、支社（支店）もしくは営業所等の代表者をいう。）が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴力団員

に該当する者でないこと。 

 (4) 地元への配慮 

職員の雇用、什器備品の整備などの際には、奈井江町内からの雇用または調達に配

慮することとします。 

(5) 質疑応答 

質問がある場合は、次のとおり提出すること。  

① 提出方法  質問書（第５号様式）により電子メールで提出。なお、必ず電話で着

信確認をすること。電子メールアドレス byoin@town.naie.lg.jp 

② 受付期間  募集開始の日から令和６年７月２６日（金）午後３時まで 

③ 回答方法  令和６年７月３１日（水）までに奈井江町ホームページに掲載する。

なお、質問のあった事業者名については非公表。 

奈井江町ホームページＵＲＬ  

https://www.town.naie.hokkaido.jp/ 

④ 留意事項  本要領及び仕様書の内容以外に対する質問には回答しない。 

(6) 参加に係る必要書類の提出 

参加資格要件を満たし本手続に参加する場合は、次の必要書類を期限までに提出

してください。 

名  称 様式及び添付書類等 

①参加申込書 

第１号様式（その１、その２） 

・代表者印等の押印 

・履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）の原本添付 

・直近１年間の法人税、法人住民税、地方法人税、消費税に未納

がないことの証明書（発行後３カ月以内）の原本添付 
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②薬局等営業実績書 第２号様式 

③実施体制調書 

第３号様式  

・本事業の経営計画（整備計画）、運営計画、地域貢献等につい

て記述すること。   

① 提出部数 正本１部 

② 提出方法 下記へ持参又は郵送にて提出してください。  

       〒079-0313 北海道空知郡奈井江町字奈井江 12 番地 

奈井江町立国民健康保険病院 事務局総務係 

郵送の場合は、電話にて書類到着の確認をしてください。 

③ 受付期限 令和６年８月９日（金）午後３時まで（郵送の場合は必着） 

④ 確認通知 審査の結果、参加資格を有すると認められた者には、令和６年８月１９

日（月）までに、参加資格確認通知書を送付します 

(7) 応募申込書及び提案書の提出 

① 提出資格 参加資格通知書を受けた者のみが応募申込書及び提案書を提出するこ

とができる。 

② 提出方法 奈井江町立国民健康保険病院敷地内保険調剤薬局運営事業提案書作成

要領により、応募申込書及び提案書を作成の上事務局に持参または郵送

により提出してください。 

郵送の場合は、書留とし、受付期間内に必着するようにしてください。

なお、応募者は、一つの提案しか提出することはできません。 

③ 提出部数 ６部（正本１部、副本５部） 

④ 受付期限 令和６年９月６日（金）午後３時まで 

⑤ 提 出 先 奈井江町立国民健康保険病院 事務局総務係 

(8) 費用負担 

応募に関する一切の費用は、参加者の負担とします。 

(9) 提案書等の取り扱い 

① 提案書等の著作権は、応募者に帰属します 

② 提案書等は、奈井江町公文書公開条例の対象行政情報となるため、開示請求があっ

た場合には原則開示します。したがって、企業秘密など競争上又は事業運営上、公

開されることにより提案者が不利益を被るおそれのある情報については、提案者に

おいて極力含まないようにするか、マル秘マークを付加する等、適切な措置を講ず

るものとします。 

③ 提案書等は返却しません。 

 

７．審査会及び事業予定者の決定 

(1) 審査会及び選考の方法 

① 審査会開催 

日 時：令和６年９月中旬 

場 所：奈井江町立国民健康保険病院 ４階 職員会議室 
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② 評価委員会 

奈井江町立国民健康保険病院敷地内保険調剤薬局運営事業候補者評価委員会（以

下「評価委員会」という。）が応募者から提出された提案書及びヒアリング等の内容

を（２）に定める評価項目に基づき審査及び評価を行い、第一候補者及び次点の者

を選定します。 

(2) 評価項目 

評価委員会において、次に掲げる評価項目に基づき、応募者から提出された提案書

等に基づき評価を行います。 

① 経営計画 

② 運営計画 

③ 地域貢献 

④ 施設計画 

⑤ スケジュール 

⑥ 諸条件への対応 

⑦ その他 

(3) 事業予定者の選定 

町長は、評価委員会の評価結果を受け、最も優れた提案書を提出したと認めた者を

事業予定者として選定する。 

(4) 審査結果の通知および公表 

① 結果通知  結果は、提案書提出者全員に文書でのみ通知します 

② 公  表  応募者数及び選定された団体、企業または法人の名称を公表します。 

③ 異議等への対応  結果に対する疑義、異議及び不服の申し立て等には応じません。 

 

８．欠格事項 

提出書類、添付書類に虚偽又は過大な過失があったときは失格とします。 

 

９．契約方法 

(1) 事業予定者と契約内容の協議を経て随意契約により契約を締結します。なお事業予

定者との協議において、両者が合意に至らなかった場合には、次点者との協議を行う

こととします。 

(2) 契約手続き及び契約書は、奈井江町財務規則の定めるところによります。また、契約

締結後においても事業者に本要領における欠格事項、不正又は虚偽記載等と認められ

る行為が判明した場合は、契約を解除できるものとします。 

(3) 契約に関する事項 

賃貸契約の締結場所は次のとおりとします。 

空知郡奈井江町字奈井江１１番地  奈井江町役場 総務課管財係 

電   話 ０１２５－６５－２１１１ 

ファックス ０１２５－６５－２８０９ 

電子メール kanzai@town.naie.lg.jp 


